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Abstract 
 

 In the collision of two maritime ship between in the maritime of three years from 2009 to 2011 of the 
Japan Marine Accident Inquiry adjudication proceedings maritime Tribunal, the present study is the 
factor behind the maritime extract from a marine accident of cargo ship the analysis was performed 
using the "m-SHELL model". In this paper, from which it was carried out 313 cases in 2011 and 374 of 
2010 and 349 of 2009, the database of the total 1036 reviews from the Japan Marine Accident Inquiry 
adjudication proceedings, Authors include cargo ship extracted the collision of two cargo ship between. 
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1.はじめに 

 本研究は海難審判所の海難審判裁決録の平成２１

年度から平成２３年度までの３年間の海難の中の二

船間衝突海難の中で、貨物船の海難を抽出してその

海難の背後要因を「m-SHELL モデル」を用いて分析

を行なった。 

 本論文では、海難審判裁決録の中から平成２１年

度（２００９年）の３４９件と平成２２年度（２０

１０年）の３７４件と平成２３年度（２０１１年）

の３１３件、合計１０３６件のデーターベース化を

行なった中から、貨物船が含まれる二船間衝突海難

を抽出した。 

 「海難審判裁決録」において船種は以下の７種類

である。①旅客船、②貨物船、③油送船、④漁船、

⑤遊漁船、⑥プレジャーボート、⑦その他（タグボ

ート・調査船・官庁船等） 

 

2.分析方法 

2.1 分析対象 

 分析対象は平成２１年度から平成２３年度の二船

間衝突の裁決件数は４３３件であり、この海難につ

いて背後要因を「m-SHELLモデル」を用いて分析を

行なった。分析には「m−SHELL モデルの背後要因表」

を作成して行なった。 

 

2.2 m-SHELLモデル 

 m-SHELLモデルは、ヒューマンファクターを構成

する各領域を明確に示すことができる簡単なモデル

であり、このモデルを使用することでヒューマンフ

ァクターの各領域を分類、整理して分類することが

可能で、ヒューマンファクターを要因とする海難の

未然防止対策に向けたより具体的な検討を行うこと

が出来る。 

 m-SHELLモデルにおいてヒューマンエラーを引き

起こすヒューマンファクターは、図１に示す概念図

に示す通り人間(L)、およびそれを取り巻くソフトウ

ェア(S)、ハードウェア(H)、周辺環境(E)、周囲の人

間(L)、マネジメント(m)の領域で構成されると定義
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され、各領域間の関係に隙間やずれが生じるとエラ

ーが発生するとされている。海難の未然事故防止の

重要な観点は発生原因の背後に存在する多様な危険

の芽を事前に摘み取って行くような対策を立てて行

く事といわれている。著者らはこのような視点に立

2.1で述べた条件で抽出した貨物船が含まれる二船

間衝突の海難審判裁決録から４４３件について分析

を行なった。 

 

2.3 m-SHELLモデル 

 2.2 で挙げた①から⑥の要因事項に沿って、海難

審判録の記述から背後要因を抽出、分類するためこ

れら６つの要因事項をより細かく具体的にしていく

必要がある。そこで、６つの要因をより具体的な１

６項目に分類し、さらにそれら１６項目を４６細目

の要因に細分化した背後要因分類表を作成した。作

成した背後要因分類表を表１に示す。この分類表を

使用して、対象とした貨物船を含む二船間衝突海難

の分析を行なった。 

 

図１ m-SHELLモデルの概念図 

 

m-SHELL モデルを適用するために、平成２１年度か

ら平成２３年度に発生した貨物船を含む二船間衝突

海難４３３件の海難審判裁決録の記述より読み取れ

る背後要因を、自身に関わる要因（L）、人間とソフ

トウェアの関係による要因（L−S）、人間とハードウ

ェアの関係による要因（L−H）、人間と周辺環境によ

る要因（L−E）、自身と周囲の人間関係による要因（L

−L）、人間とマネジメントの関係による要因（L−M）

の各背後要因に対応した具体的な要因事項を以下の

通り整理した。 

 ①自身に関わる要因（L）： 

貨物船の操船者自身の特性、知識、技術、など

に関する要因 

 ②人間とソフトウェアの関係による要因（L−S）： 

利用する手順書や航海法規、資料等に等に関す

る要因 

 ③人間とハードウェアの関係による要因（L−H）： 

利用出来る航行援助設備、航海計器等に関する

要因 

 ④人間と周辺環境の関係による要因（L−E）： 

航行環境、労働環境等に関する要因 

 ⑤自身と周辺の人間関係による要因（L−L）： 

自身と周辺に存在する他の乗組員等との人間

関係に関する要因 

 ⑥人間とマネジメントの関係による要因（L−m）： 

所属する船舶企業や企業の組織活動、監督官庁

による指導や監督、法令等のマネジメント等に

関する要因 

 

3.結果および考察 

3.1 全体的な概要 

 平成２１年度から平成２３度までの、貨物船を含

む二船間衝突は４３３件（全体の２２％）であった。

図２は貨物船と他の船舶との衝突割合を示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 二船間衝突割合（貨物船） 
 

 貨物船とプレジャーボートとの衝突件数は１００

件（４５％）貨物船と漁船との衝突件数は７３件（３

３％）で合わせて衝突件数が１７３件（７８％）に

なり約８割を示している。 

 図３に貨物船の適用航法別件数、図４に貨物船の

適用航法別割合を示す。貨物船とプレジャーボート

との衝突件数は１００件（４５％）貨物船と漁船と

の衝突件数は７３件（３３％）で合わせて衝突件数

が１７３件（７８％）になり約８割を示している。 

 図３に貨物船の適用航法別件数、図４に貨物船の

適用航法別割合を示す。 
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表１ 背後要因の分類表 
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図３ 貨物船の適用航法別海難件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 貨物船の適用航法別割合 

 

 図４に示すとおり、貨物船の適用航法別割合では、

常務（３４％）・横切り（３３％）以下、視界制限

状態（１５％）・追越し（７％）・各種船舶間（６％）・

注意義務（２％）・その他の法律（２％）・見張り

（１％）であった。 

 この結果により、①常務、②見張り、③視界制限

状態等に分類して、表１の背後要因分類表を使用し

て貨物船海難の二船間衝突の分析をおこなった。 

 

3.2 貨物船海難の常務についての背後要因の分析 

 全国９か所にある海難審判所で審判された海難の

採決録が掲載されている海難審判所のホームページ

からＨ２１年度からＨ２３年度の海難を データベ

ースに情報を蓄積した。 

 このデータベースから、貨物船が関わる衝突海難

（常務）を抽出し、ｍ－ＳＨＥＬＬモデルの考えに

基づき背後要因分類表（別紙添付）を用いて背後要

因の分類を行った。 

 以下に海難審判所の採決録からどのような情報を

収集したか説明する。 

 図５は実際の海難審判所の採決録である。今回は説

明がしやすいよう赤丸で囲んだ貨物船の衝突海難

（常務）を例に挙げて説明する。 

 このページからは事件名、海難発生場所、船種、

トン数の情報を収集することが出来る。 

船種１が上に記載されている方で、船種２が下であ

る。事件名をクリックすれば審判内容が閲覧するこ

とが出来る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ 海難審判所収集例 

 

 衝突海難（常務）とは、海上衝突予防法第３８、

３９条の規定に従い避航動作をとるべきだった海難

である。 

 海上衝突予防法第３８条 切迫した危険のある特

殊な状況 

 船舶は、この法律の規定を履行するに当たっては、

運行上の危険及び他の船舶との衝突の危険に十分に

注意し、かつ、切迫した危険のある特殊な状況（船

舶の性能に基づくものを含む。）に十分に注意しなけ

ればならない。 

 船舶は、前項の切迫した危険のある特殊な状況に

ある場合においては、切迫した危険を避けるために

この法律の規定によらないことができる。 

【海上衝突予防法第３９条】 

 この法律の規定は、適切な航法で運航し、灯火若

しくは形象物を表示し、若しくは信号を行うことま

たは船員の常務として若しくはその時の特殊な状況

により必要とされる注意をすることを怠ることによ

って生じた結果について、船舶、船舶所有者、船長

又は海員の責任を免除するものではない。 

 つまり、衝突海難（常務）とは船員の通常の慣行

（グットシーマンシップ）や知識および経験から衝

突の危険を判断し避けるべきだった海難と言える。 

 以下に常務の例を挙げる。 

・法定灯火を表示せず、かつ、航路筋の右側端に寄 

って航行しなかった 

・近道しようと思い狭い水道の右側端に寄って航行

しなかった 

・動静監視不十分で右転して新たな衝突の危険のあ

る関係を生じさせた 

・予防法には航行中の船舶と漂泊中の船舶との関係
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について規定した条文がないことから、本件は、予

防法第３８条及び第３９条の船員の常務が適用され

る 

・見張り不十分で，警告信号を行わず，衝突を避け

るための措置をとらなかった 

 Ｈ２１年度-Ｈ２３年度で発生した貨物船の衝突

海難（常務）の内審判された件数は４１件だった。

海難審判所別に件数を分類すると図６のようになる。 

 海難審判所別に分類すると広島での審判が最も多

く１７件だった。 

 これは、広島地方海難審判所の担当海域に瀬戸内

海が入ることが関係していると考えられる。瀬戸内

海には航路が多く存在し船舶の交通量が多いからで

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 海難審判所別件数 

 

 次に件数が多かったのは横浜、神戸の地方海難審

判所であった。広島・横浜・神戸の地方海難審判所

は乗揚げ海難でも件数がかったため船舶の交通が多

いため件数も比例して多くなっているということが

予想される。 

 図７及び図８に常務のトン数別隻数を示す。今分

析では少なくとも一つの事件に２隻以上関わること

になるので、船種１と船種２で分析を分けることに

した。 

 船種１は貨物船、船種２は衝突した相手船である。

貨物船同士の衝突も存在し得るので船種２に貨物船

が入ることもある。大型船舶が多かった。もっとも

多かったのは２００－５００トンで１３隻だった。

乗揚げ海難の分析した際に該当しなかった１０００

０トン以上の船舶も６隻あった。 

船種２は乗揚げ海難の分析と同様に小型船舶が多か

った。 

 ただ、三番目に多い１００－２００トンの７隻と

中型の船舶も多かった。１０００トン以上の船舶が

７隻もあり大型の船舶との衝突も少なくないという

ことが分かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７ 船種１トン数隻数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８ 船種２トン数別隻数 

 

 図９と図１０でトン数別割合を示す。今回の分析

では少なくとも一つの事件に２隻以上関わることに

なるので、船種１と船種２で分析を分けることにし

た。 

 船種１は貨物船、船種２は衝突した相手船である。

貨物船同士の衝突も存在し得るので船種２に貨物船

が入ることもある。 

 図９において最も割合が高いもので２００-５０

０トンが３２％だった。１００トン未満の船舶は該

当しなかった。 

 ５００トン以上から船員法の必要とされる資格を

基準にトン数の基準を決めたが割合がばらける結果

となった。１００００トン以上の船舶も１５％と高

い割合を示しており貨物船が大型なことを示す結果

になった。 

 図１０において小型船舶の割合が多く２０トン未
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満の船舶で５９％だった。１００-２００トンの船舶

が１７％と高い割合を示した。 

 １００００トン以上の船舶３隻は全部貨物船だっ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図９ 船種１トン数別割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１０ 船種２トン数別割合 

 

 図１１において貨物船の相手船割合を示す。漁船

の割合が最も多く３７％だった。しかし、同じ小型

船舶のＰＢ（プレジャーボード）や遊漁船は少なか

った。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

図１１ 貨物船の相手船割合 

貨物船とその他の船は同じ割合で１７％だった。 

 旅客船は人命を預かっているので安全運航を心が

けているらしく１番割合が少なくて１隻だけだった。 

 次に、貨物船海難の常務における背後要因につい

て考察を行なう。図１２では貨物船海難の常務にお

ける全体の背後要因割合を示す。 

 全４１件の海難から背後要因が１９１件抽出でき

た。要因別ではＬの要因が最も多く１４９件だった。

船員の常務には動静監視不十分や見張り不十分が含

まれるために高い割合を占めたと考える。 

 会社の管理がしっかりしていると思われるＬ－Ｓ

とＬ－ｍの要因は少なかった。貨物を届ける日程が

決まっているので少し無理をしないといけないこと

もありＬ－Ｅの要因が２番目に多い結果となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１２ 全体の背後要因割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１３ 全体の背後要因Ｌの細目割合 

 図１３において全体の背後要因（L）の細目割合を

示す。Ｌ-１-４（見張り不十分）、Ｌ－１－１（船

員の常務の欠如）、Ｌ-１-３（思い込み）が割合の

上位を占めこの３つの細目の合計で８０％に達した。

これは、船員の常務（グットシーマンシップ）によ

り衝突を避けることが出来なかった理由にＬ-１-３

（思い込み）によりＬ-１-４（見張り不十分）他船

の動静監視を十分にしなかった場合が多かったから

である。図１４は衝突した相手船が漁船の背後要因
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を示す。Ｌの要因が約８割を占めた。また、他の要

因はほぼ同じ割合だった。Ｌの要因が約８割を占め

た。また、他の要因はほぼ同じ割合だった。図１５

に漁船以外のその他の船舶との衝突の背後要因を示

す。Ｌ－Ｅ、Ｌ－Ｈ、Ｌ－Ｌの背後要因が３件ずつ

と同じ割合だった。その他の船は、押し船や引き船

や作業船等の特殊な性質を持つ船のためＬ－Ｅ、Ｌ

－Ｈの割合が多かったのだと思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１４ 漁船との衝突の背後要因割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１５ その他の船との衝突の背後要因割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１６ 貨物船との衝突の背後要因割合 

 図１６では相手船が貨物船の場合の衝突の背後要

因割合を示す。Ｌの要因の割合が多く９２％だった。

Ｌ－Ｈの要因が全くなく会社の管理が行き届いてい

ることを感じられた。図１７では相手船が油送船の

場合の衝突の背後要因割合を示す。貨物船と油送船

は同じ航路を通ることが多いため航路の環境Ｌ－Ｅ

の要因が占める割合が１２％と高い傾向であった。

図１８では相手船がプレジャーボートの場合の衝突

の背後要因割合を示す。L の背後要因が 12 件で９

２％と高い割合をしめした。L の背後要因の中では

L-1-4（見張り不十分）が最も多かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１７ 油送船との衝突の背後要因割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１８ プレジャーボードとの衝突の背後要因割合 

 図１９では相手船が遊魚船の場合の衝突の背後要

因割合を示す。分析件数が少なく要因 L-L や L-H が

１件ずつだが１０％の割合を示す結果となった。 

このことから PB や遊魚船は貨物船の様な水深が深

い航路上にあまりいないと考えられる。遊魚船の L

の要因の中で一番多かった細目は L-１-６（他作業

の従事）だった。客の手伝いや釣り場の様子を確認

しないといけないためだと考えられる。図２０では

相手船が旅客船の場合の衝突の背後要因割合を示す。

旅客船は１隻のみだった。そのため要因 L しか該当

しなかったので要因 Lが１００％だった。この１隻

は来島航路内での衝突海難であった。海難発生時間

帯別件数を図２１に示し、サーカディアンリズムに

よる意識レベルの変化と比べてみた。サーカディア

ンリズムとは、生理機能（体温、血圧、心拍数）は

２４時間周期で変動して意識レベルを動かし、８時
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～２０時頃には意識レベルを上昇させ、２０時から

８時までは意識レベルを下げるという、サインカー

ブをなしているというものである。そのため意識レ

ベルが低くなっている０８時や低くなる２０時以降

は海難件数が多いと考えることが出来る。しかし図

２２サーカディアンリズムによる意識レベルの推移

を見てみると確かに０８時帯の件数は最も多いが意

識レベルが底辺の深夜０２時などは件数が少なく意

識レベルが高いはずの１３時や１４時は件数が多い。

これは、船員の常務は出港などの特殊な状況の際に

適用するので出港や入航の時間帯に集中したのだと

考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１９ 遊魚船との衝突の背後要因割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図２０旅客船との衝突海難の背後要因割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２１ 海難発生時間帯別件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２２サーカディアンリズムによる 

意識レベルの推移 

【貨物船と漁船の衝突海難実例】 

・事件名：漁船第八恵比須丸貨物船ユニ‐ポピュラ

ー衝突事件 

・判決番号：24-22 

・ 海難審判所名：門司海難審判所那覇那覇支部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事件の要因】 

貨物船側（ユニ・ポピュラー）の要因 

L-1-4（見張り不十分） 

・左舷船首１度１.５海里のところに白１灯を見せて

漂泊中の恵比須丸を視認でき、その後同船に衝突の

おそれがある態勢で接近していることが分かる状況

であったが、見張りを十分に行わなかったうえ、相

直者から何も報告がなかったので 

L-1-1（チームワーク） 

・Ｃ一航士は甲板手１人、見習い航海士１人から何

も報告がなかったので、このことに気付かず 

漁船側（第八恵比須丸）の要因 

L-1-3（思い込み） 

・少し前に見かけなかったので付近に他船はいない

だろうと思い、前示作業や操業日誌の記入を行い、

見張りを十分に行うことなく 

L-1-4（見張り不十分） 
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・少し前に見かけなかったので付近に他船はいない

だろうと思い、前示作業や操業日誌の記入を行い，

見張りを十分に行うことなく 

L-1-6（他作業の従事） 

・周囲を見回して他船を見かけなかったので操舵室

に入り、はえなわ漁の仕掛けを作る作業を始めた。 

L-1-1（船員としての常務の欠如） 

・各アイを放して移動するなど、衝突を避けるため

の措置をとらずに漂泊を続けた。 

 この衝突海難は、貨物船（ユニ・ポピュラー）側

の航海士が見張りを十分に行っておらず漂泊中の漁

船（第八恵比須丸）の存在に気づくことが出来ずに

衝突を避ける適切な動作をとることが出来ずに発生

したものである。また、貨物船側の背後要因として

相当直者からの報告がなかったため周囲に他船はい

ないのだろうという安心感により見張りが不十分に

なったと考えられる。また、漂泊中の船舶は航行中

の船舶が原則として避航するが漁船も衝突を避ける

ためには適切な措置を講じなければならなかった。 

 しかし、漁船は周囲に他船がいないと思い込み他

作業に従事することとし見張りを十分におこなって

いなかった。また、衝突前に自船に接近する貨物船

を確認したがアンカーを結んでいるアイを放して移

動するなどの衝突を避けるための協力動作をとらな

かったため発生したとも考えることが出来る。 

 

3.3 貨物船海難の横切りについての背後要因の分析 

 貨物船海難の原因が横切りの場合について以下に

考察を行なう。横切り船の定義を以下に示す。 

(海上衝突予防法第 15 条) 

 2隻の動力船が互いに進路を横切る場合において

衝突するおそれがあるときは、他の動力船を右げん

側に見る動力船は、当該他の動力船の進路を避けな

ければならない。この場合において、他の動力船の

進路を避けなければならない動力船は、やむを得な

い場合を除き、当該他の動力船の船首方向を横切っ

てはならない。と規定されている。 

 図２３は貨物船の横切り海難の発生時間を示して

いる。6時と 13 時が 6 件発生しており最も多く、4

時と 14 時が 3 件、0 時、3 時、7 時、10 時、11 時、

12 時、15 時、17 時、20 時が 2件、1時、2 時、5時、

9 時、16 時、19 時、22時が 1件、8時、18時 21時

23 時が 0 件という結果になった。 

 図２４において海難審判所別海難発生件数を示す。

管轄別事故発生件数は、広島 13 件、横浜 9 件、神戸

7 件、門司 6 件、仙台 5件、那覇 2 件、函館 1件、

長崎 0件、東京 0件という結果になった。 

広島が多いのは瀬戸内海や来島海峡航路があるため

横切り事故が多いことがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２３ 事故発生時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２４ 管轄別事故発生件数 

 図２５に相手船の船種別隻数割合を示す。全 43

件の隻数の中で漁船 63%、プレジャーボート 14%、貨

物船 9％、油送船 5％、その他 10％という結果にな

り、漁船やプレジャーボートなどの小型船舶が多い

ことがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２５ 相手船の船種別割合 

 図２６は要因件数割合を示す。要因件数割合は

L(自身に関わる要因)が 97％、L-E(人間と周辺環境

の関係による要因)が 2％、L-m(人間とマネジメント

の関係による要因)が 1％の割合となり、L(自身に関
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わる要因)の割合がほとんどを占めていることがわ

かる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２６ 要因件数割合 

 図２７は要因別細目件数を示す。要因件数をさら

に細かく分けた細目件数は L-1-3(思い込み)の件数

が最も多く 55件、L-1-4(見張り不十分)が 44件、

L-1-1(船員としての常務の欠如)が 35件、L-1-2(基

本的な航海者能力の欠如)が 33 件、L-1-9(居眠り)

が 11 件、L-1-6(他作業の従事)が 3件、LE-1-1(超過

勤務)が 3件、Lm-3-1(法定機器の装備不足)が 2件、

L-1-10(船員の健康状態)が 1 件、L-1-11(怠慢)が 1

件、L-1-5(船員の不注意)が 1件、LE-1-2(仕事への

障害)が 1件という結果になった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２７ 要因別細目件数 

 

 図２８に相手船トン数別割合を示す。0-20トンで

は漁船が 27 隻(75％)、プレジャーボートが 6隻

(17％)、その他が 3隻(8％)という結果になり漁船が

多くの割合を占めているのがわかる。 

 図２９に総トン数１００—２００トンの割合を示

す。１００—２００トンはその他が 1隻(100％)とい

う結果になった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２８ 総トン数 0〜20トン 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２９ 総トン数 100〜200 トン 

 

 図３０に総トン数２００-５００トンの割合を示

す。総トン数２００-５００トンは貨物船 1 隻(50％)、

油送船 1 隻(50％)という結果になった。 

 図３１に総トン数５００-１６００トンの割合を

示す。総トン数５００-１６００トンは貨物船 2 隻

(67％)、油送船 1隻(33％)という結果になった 

 図３２に総トン数１６００-５０００トンの割合

を示す。総トン数１６００-５０００トンは貨物船 2

隻(67％)、油送船 1隻(33％)という結果になった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３０ 総トン数２００−５００トン 
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 図３２は、総トン数５０００〜１００００トンの

割合を示す。 

 総トン数５０００—１００００トンは貨物船 1 隻

(100%)という結果になった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図３１ 総トン数１６００〜５０００トン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図３２ 総トン数５０００〜１００００トン 

 

【要因具体例】 

・L-1-3(思い込み) 

・事件名：貨物船第十八幸水丸漁船幸栄丸衝突事件 

 右舷船首方１,４８０メートルのところに幸栄丸

を初めて視認し、１４時０２分六ツ瀬灯標から１１

２度２.９海里の地点に達したとき、同船を右舷船首

３２度１,２５０メートルに見るようになり、その後

その方位がほとんど変わらず、前路を左方に横切り

衝突のおそれがある態勢で接近するのを認めたが、

いつものように 漁船の方が自船を避けてくれるも

のと思い、機関を減速するなどして幸栄丸の進路を

避けることなく、同じ針路及び速力で進行した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 貨物船海難の視界制限状態等についての背後要

因の分析 

3.4.1 視界制限状態についての背後要因の分析 

（１）適用航法 

 【海上衝突予防法第 19 条】視界制限状態における

船舶の航法 

1.この条の規定は、視界制限状態にある水域又は

その付近を航行している船舶（互いに他の船舶

の視野の内にあるものを除く。）について適用

する。 

2.動力船は、視界制限状態においては、機関を直

ちに操作できるようにしなければならない。 

3.船舶は第 1節（あらゆる視界の状態における船

舶の航法）の規定による措置を講ずる場合は、

その時の状況及び視界制限状態を十分に考慮

しなければならない。 

（２）視界制限状態における要因割合 

 図３３は視界制限状態における要因割合を示す。

平成２１年度から平成２３年度までの視界制限状態

の航法が適用される貨物船の衝突海難は 14件で、そ

の中から背後要因要因を 48 件抽出した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３３ 視界制限状態における要因割合 
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（３）視界制限状態 細目一覧 

 図３４は視界制限状態における細目割合を示す。 

船員としての常務の欠如の割合が高い理由として、

霧による視界制限状態であるのに対し霧中信号を行

わずに安全な速力にすることもなく航行を続けるケ

ースが多かったからであると思われる。 

視程                             100% 

船員としての常務の欠如      85% 

思い込み                         78.5% 

見張り不十分                     35.7% 

基本的な航海者能力の欠如     7.1% 

他作業の従事                     7.1% 

その他                           7.1% 

航路の輻輳状況                   7.1% 

チームワーク                     7.1% 

機器の保守管理の不具合           7.1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３４ 視界制限状態における細目割合 

 

（４）船種１を貨物船としたときの船種２割合につ

いて 

 図３５は視界制限状態における船種２の割合を示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３５ 視界制限状態における船種２の割合 

（５）視界制限状態の事故当時の視程について 

 図３６は視界制限状態の事故当時の視程を示す。

一般では視界制限状態は 1マイル以下とされている

が、事故のほとんどが視程 100m以下で発生している

ことが分かる。 

（６）視界制限状態での事故発生時刻について 

 図３７は視界制限状態における事故発生の時刻を

示す。視界制限状態が適用される事故のすべてが霧

発生による視程低下によるもので、昼夜の別はほと

んどない。時間の割合による法則性は見当たらなか

った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３６ 視界制限状態における事故時の視程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図３７ 視界制限状態における事故発生の時刻 

3.4.2 追越しについての背後要因の分析 

（１）適用航法 

 【海上衝突予防法第 13条】追越し船の航法 

1. 追い越し船は、この法律の規定にかかわら

ず、追い越される船舶を確実に追い越し、

かつ、その船舶から十分に遠ざかるまでそ

の船舶の進路を避けなければならない。 

2.  船舶の正横後 22 度 30分を越える後方の

位置（夜間にあっては、その船舶の第 21条

第 2項に規定するげん灯のいずれも見るこ

とができない位置）からその船舶を追い越

す船舶は、追越し船とする。 

3.  船舶は、自船が追越し船であるかどうか

を確かめることができない場合は、追越し

船であると判断しなければならない。 

（２）追越しについての要因割合 

 平成２１年度から平成２３年度までの追越しの航

法が適用される貨物船の衝突海難は 7件で、その中

から背後要因要因を 26件抽出した。 
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 図３８は追越しにおける要因割合を示す。平成２

１年度から平成２３年度までの追越しの航法が適用

される貨物船の衝突海難は 7 件で、その中から背後

要因要因を 26件抽出した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３８ 追越しにおける要因割合 

 

（３）追越しの細目一覧 

思い込み                 100% 

見張り不十分                      100% 

居眠り                            42% 

他作居眠り                        42% 

業の従事                        28% 

船員としての常務の欠如      28% 

超過勤務                          28% 

他船との避航技術の欠如      14% 

超過勤務                          28% 

他船との避航海域                 14% 

航路の輻輳状況                    14% 

漁船の輻輳状況                    14% 

 図３９は追越しにおける細目割合を示す。すべて

の事故が相手船自船を確実に追越してくれる、また

は追越しても危険はないだろうと思い込み発生した

ものであった。その思い込みに伴い見張り不十分に

なってしまい、思い込み、見張り不十分ともに 100%

となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３９ 追越しにおける細目割合 

 

（４）船種１を貨物船としたときの船種２割合につ

いて 

 図４０は船種１を貨物船としたときの船種２割合

を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４０ 追越しにおける船種２割合 

（５）追越す及び追越されるの関係 

①追い越す側の船種別割合 

 図４１は追い越す側の船種別割合を示す。追越し

の航法が適用される海難ではすべて貨物船による追

越しにより発生していた。その理由として貨物船は

基本的に海上で速力を落とすことが少ないこと、時

間の延滞が荷主に多大な損害になるため他船を追越

すことが多くなるためである。 

②追い越される側の船種側割合 

 図４２は追い越される側の船種側割合を示す。貨

物船が漁船と衝突した事件のほとんどが、漁船が漁

業に従事しているケースであった（漁業に従事して

いる船舶は見張り不十分になりやすく速力が制限さ

れ追越されることが多いため）。船種がその他の船

舶は作業船や曳航船であり、作業等により速力が制

限されているため追越される割合が高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４１ 追越しにおける船種２割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４２ 追越される側の船種別割合 
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3.4.3 各種船舶間についての背後要因の分析 

（１）適用航法 

【海上衝突予防法第 18条】各種船舶間の航法 

 第 9条第 2項及び第 3項並びに第 10条第 6項及び

第 7項に定めるもののほか、航行中の動力船は、次

に掲げる船舶の進路を避けなければならない。 

1.運転不自由船 

2.操縦性能制限船 

3.漁ろうに従事している船舶 

4.帆船 

（２）各種船舶間における要因割合 

 図４３は各種船舶間における要因割合を示す。平

成２１年度から平成２３年度までの各種船舶間の航

法が適用される貨物船の衝突海難は 9件で、その中

から背後要因要因を 30件抽出した。 

（３）各種船舶間の細目一覧 

他作業の従事                    100% 

思い込み            88.8% 

見張り不十分                    88.8% 

法定機器の装備不足              33% 

船員の不注意                    11% 

他船の状況                      11% 

 図４４は各種船舶間の細目割合を示す。今回各種

船舶間の航法が適用される事件で多かったのが、海

上で何らかの作業を行うにあたり（他作業の従事 ）

作業をしている自船を避けてくれるだろうと思い込

み（思い込み ）見張りを怠ってしまい（見張り不十

分 ）衝突の危険を察知できずに衝突したというケー

スであった為このような細目の割合となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４３ 各種船舶間における要因割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４４ 各種船舶間における細目割合 

（４）船種 1を貨物船としたときの船種 2 割合につ

いて 

 各種船舶間の航法が適用されるのは 

運転不自由船 

操縦性能制限船 

漁ろうに従事している船舶 

帆船 

 であり、このうちもっとも多かったのが漁ろうに

従事している船舶であった為このような分析結果と

なった。その他の船種は曳航作業中の引き船であっ

た。図４５に各種船舶間における船種２割合を示す。 

（５）各種船舶間での事故発生時刻について 

 図４６に各種船舶間における事故発生時刻 

を示す。漁ろうに従事している船舶が関わっている

事故の割合が高いため、必然的に漁船が漁を行う朝

から夕の時間帯に事故発生の割合高くなった。方の

時間帯方に事故発生の割合高くなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４５ 各種船舶間における船種２割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４６ 各種船舶間における事故発生時刻 

 

3.4.4 注意義務についての背後要因の分析 

（１）適用航法 

【海上衝突予防法第 39条】   

注意等を怠ることについての責任 

 この法律の規定は、適切な航法で運航し、灯火

若しくは形象物を表示し、若しくは信号を行うこ

と又は船員の常務として著しくはその時の特殊な
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状況により必要とされる注意をすることを怠るこ

とによって生じた結果について、船舶、船舶所有

者、船長又は海員の責任を免除するものではない。 

 

（２）注意義務における要因割合 

 図４７に注意義務における要因割合を示す。平成

２１年度から平成２３年度までの注意義務の航法が

適用される貨物船の衝突海難は 3件で、その中から

背後要因要因を 8件抽出した。 

３）注意義務の細目一覧 

 図４８に注意義務の細目件数を示す。注意義務の

細目は以下に示すとおりである。 

思い込み                        66% 

基本的な航海者能力の欠如    33% 

見張り不十分                    33% 

他作業の従事                    33% 

チームワーク                    33% 

灯火形象物の非表示/信号の不履行 33% 

 海上衝突予防法第 39条によると、衝突が発生した

場合に、その原因が不可抗力でなく、過失によるも

のであれば、その責任を問われることになる。 

(1) 適切な航法で運航し、灯火・形象物を表示し、

又は信号を行うことの怠り 

(2) 船員の常務として又はその時の特殊な状況によ

り必要とされる注意をすることの怠り。 

 と記載されており、注意義務が適用される海難に

は主に人的要因(L)の割合が高くなる傾向にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４７ 注意義務における要因割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４８ 注意義務における細目件数 

3.4.5 その他の法律についての背後要因の分析 

（１）適用航法 

 海上衝突予防法以外の法律が適用された衝突海難

が、その他の法律という適用航法の区分で分けられ

る。 

例として、 

１．海上交通安全法 

２．港則法 

などがあげられ、特殊なケースである場合が多い。 

（２）その他の法律の要因割合 

 平成２１年度から平成２３年度までのその他の法

律が適用される貨物船の衝突海難は 2件で、その中

から背後要因を 6件抽出した。図４９にその他の法

律における要因割合を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４９ その他の法律における要因割合 

 

（３）その他の法律の細目詳細 

 平成２１年度から平成２３年度までまでのその他

の法律が適用される貨物船の衝突海難 2件抽出した

要因の細目詳細は以下のとおりである。 

【事件例１】 

貨物船民豊丸貨物船クレーン ロプロス衝突事件 

1.灯火・形象物の非表示/信号の不履行 LE-4-1 

 水先人が乗船していることを示す国際信号旗のほ

か進路を表示する国際信号旗をマストに掲げたもの

の，大型船であることを示す国際信号旗数字旗１を

掲げなかった。 

2.船員としての常務の欠如 L-1-1 

 第５号灯浮標に並んだ民豊丸が右転しないまま南

下を続け，その後衝突のおそれがある態勢で接近す

ることを認めたが，警告信号を行うことなく，右転

を続けながら航行した。 

3.思い込み L-1-3 

 貨物船クレーンロプロスも貨物船民豊丸も自船の

進路を避けると思い，機関を全速力後進にかけて速

やかに行きあしを止めるなど，衝突を避けるための

協力動作をとることなく続航した。 
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【事件例２】 

漁船明石丸貨物船タイヨン サン衝突事件 

1. 思い込み L-1-3 

 定針したとき A受審人は、周囲を一べつして他船

を認めず、その後明石海峡航路を航行している船舶

はいないものと判断した。 

2. 見張り不十分 L-1-4 

 操舵室右舷側の窓越しにＧＰＳプロッターの画面

を見ることに気を取られ、周囲の見張りを十分に行

わなかった。 

3. 船員としての常務の欠如 L-1-1 

衝突のおそれがある態勢で互いに接近していること

を認めたものの、警告信号を行わないで続航した。 

 図５０にその他の法律における細目件数を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５０ その他の法律における細目件数 

 

4.おわりに 

 今回の分析では、衝突海難（常務）は思い込みや

見張り不十分の割合が多かったので他船の有無はレ

ーダーや目視でいないと確たる根拠をもって判断し

他船のベアリングを測定すれば避けられると本研究

で明らかになった。また、危険な場合は速力を落と

すことや機関後進をかけることも重要だと分析を行

い改めて認識させられた。海難の分析は元となるデ

ータの数か多ければ多いほど正確な分析が行えるも

のである。貨物船との衝突海難は漁船やプレジャー

ボートなどの小型船舶との衝突が圧倒的に多かった。 

その衝突の中でも L(自身にかかわる要因)の思い込

みや見張り不十分などの背後要因が多く、中には当

直中にアニメを見るなど明らか怠慢行為もあった。

それらの背後要因をなくすことで海難を防ぐことが

出来るため航海者が事故を起こさないように意識し、

対策をとって要因を減らしていくことが安全な航海

につながると推察される。 

 海難が発生するとき、そこには必ず背後要因が存

在しその背後要因を知ることによって危険を事前に

回避できるものだということが本研究で解析される

事が重要な知見と認識された。 

 どのような要因がどのような海難につながるかは、

過去の海難を研究していくことにより分かるもので

あり過去の海難を教訓とするためにこのような研究

が必要である。海難の発生が無くなることはありえ

ない為、海難の研究はこれからも継続して続けてい

かなくてはならないと考える。 
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